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○桜川市建設工事等入札参加資格審査基準要項 

平成１７年１０月１日 

訓令第３１号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、桜川市建設工事等入札参加資格審査規程（平成１７年桜川市

告示第７号。以下「審査規程」という。）に定めるもののほか、桜川市が発注す

る建設工事等の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に参加することができ

る資格を得ようとする業者（以下「入札参加希望業者」という。）の資格審査及

び等級格付の決定について必要な基準を定めるものとする。 

（客観的点数の算定） 

第２条 客観的点数は、管轄行政庁が行った建設業者の経営に関する事項の審査結

果の総合評点を用いるものとする。 

（主観点数の算定） 

第３条 審査規程第８条に定める主観点数の算定は、次の各号に定める点数を合算

した数値とする。 

（１） 工事成績等に関する数値 次の表のとおりとする。 

項目 数値 

審査の直前２年度における桜川市建設

工事成績評定規程（平成１７年桜川市訓令

第３８号）第５条第１項の建設工事成績表

による工事種別ごとの採点（完成した工事

が２以上あるときは、その平均点。その値

に小数点部分があるときはこれを切り捨

てた数値。以下「工事成績の平均点」とい

う。）とし、右欄により算定した点数とす

る。この場合において、建設共同企業体（以

下「JV」という。）が完成した工事の点数

は、当該JVの各構成員の数値として取り扱

うものとする。 

（工事成績の平均点－６５）×１０ 

工事成績の平均点は、審査の直前２年度

の工事を工事の種別ごとに平均したもの

とする。ただし、工事成績が１年度のみの

ときは、他の１年には６５点を与えるもの

とする。 

桜川市との災害協定の締結状況及び審

査の直前２年度における災害に係る応急

活動実績 

１ 桜川市と災害協定を締結している建

設業組合等の会員に１０点 

２ 審査の直前２年度において、桜川市と

の災害協定に基づき実際に災害に係る

応急活動を行った者に、次式により算出

する数値を加算する。 

応急活動実績回数×５点 

（２） 件数に関する数値 過去２年間の工事件数を業種ごとに次の表に当ては

めた数値とし、この場合において、建設共同企業体（以下「JV」という。）が

完成した工事の件数は、当該JVの各構成員の件数として取り扱うものとする。 
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配点 土木 建築 電気 管 ほ装・水道 

１０点 １～５ １ １～３ １～７ １～３ 

２０点 ６～１０ ２ ４～６ ８～１３ ４～６ 

３０点 １１～１５ ３ ７～９ １４～２０ ７～９ 

４０点 １６～２０ ４ １０～１２ ２１～２７ １０～１２ 

５０点 ２１以上 ５以上 １３以上 ２８以上 １３以上 

２ 前項の規定にかかわらず、工事成績の平均点が６５以下のものについては、前

項第２号の数値とする。 

（平２０訓令１９・全改、令３訓令２１・一部改正） 

（等級の格付） 

第４条 審査規程第８条の数値による工事種別ごとの等級格付は次の算式により算

定した総合数値を基準とし、別表第１のとおりとする。 

総合数値＝A＋B 〔／A：客観的数値（総合評点）／B：主観点数／ 

２ 前項に定めのない工事種別の等級格付は、その都度市長が定めるものとする。 

（等級格付の調整） 

第５条 等級格付の調整は、次の各号による。 

（１） 客観点数に主観点数を加減した総評点による等級が、２等級以上上位又

は下位になる場合は、その等級の１等級下位又は上位の等級に格付する。 

（２） B等級以上の決定は、特定建設業の許可の有無又は信用度等も考慮して決

定するものとする。 

（平２８訓令１５・一部改正） 

（等級格付名簿の作成） 

第６条 前２条の規定に基づき格付された入札参加希望者については、その種別ご

とに次に掲げる事項を建設工事業者競争入札参加資格者名簿（別記様式）に登載

するものとし、第７号及び第８号については、工事種別ごとに登載する。 

（１） 称号又は名称 

（２） 許可番号・職員数 

（３） 代理人 

（４） 住所 

（５） 資本金・自己資本額 

（６） 代理人住所 

（７） 格付・許可種別・総合数値・主観点数 

（８） 年間平均実績高・技術者数・代理人希望 

（発注標準設計金額区分） 

第７条 等級格付された指名希望業者に対して発注する建設工事等の当該発注の基

本となる１件当たりの設計額は、別表第２のとおりとする。ただし、各工種の難

易度、地理的条件、対象事業所の数等により、等級又は発注標準設計金額区分が

不適当である場合は、この限りでない。 
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（令３訓令２１・一部改正） 

（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、審査に必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年訓令第１９号） 

この訓令は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則（平成２２年訓令第１９号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年訓令第１５号） 

この訓令は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則（令和元年訓令第２９号） 

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年５月３１日から適用する。 

附 則（令和３年訓令第２１号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

（平２８訓令１５・全改、令元訓令２９・一部改正） 

工事種別 等級 総合点数 設計金額 備考 

土木一式

工事 

A ８００点以上 ８００万円以上  

B ６００点以上８００点未

満 

３００万円以上２，０００万円未満  

C ６００点未満 ５００万円未満  

建築一式

工事 

A ７００点以上 ８００万円以上  

B ６００点以上７００点未

満 

３００万円以上３，０００万円未満  

C ６００点未満 ５００万円未満  

舗装工事 A ６５０点以上 ６００万円以上  

B ５５０点以上６５０点未

満 

３００万円以上１，０００万円未満  

C ５５０点未満 ４００万円未満  

水道施設

工事 

A ６５０点以上 ８００万円以上  

B ５２０点以上６５０点未

満 

３００万円以上２，０００万円未満  

C ５２０点未満 ５００万円未満  

管工事 A ６５０点以上 ７００万円以上  

B ５５０点以上６５０点未

満 

４００万円以上１，０００万円未満  

C ５５０点未満 ６００万円未満  
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電気工事 A ６５０点以上 ３００万円以上  

B ６５０点未満 ５００万円未満  

    

別表第２（第７条関係） 

（平２２訓令１９・全改） 

工事種別 設計金額 指名業者数 備考 

土木工事 ６，０００万円以上 ８社以上   

３，０００万円以上６，０００万

円未満 

８社以上   

１，０００万円以上３，０００万

円未満 

６社以上   

５００万円以上１，０００万円未

満 

４社以上   

５００万円未満 ４社以上   

建築工事 ８，０００万円以上 ８社以上   

５，０００万円以上８，０００万

円未満 

８社以上   

２，０００万円以上５，０００万

円未満 

６社以上   

５００万円以上２，０００万円未

満 

４社以上   

５００万円未満 ４社以上   

舗装工事 ３，０００万円以上 ６社以上   

１，０００万円以上３，０００万

円未満 

６社以上   

５００万円以上１，０００万円未

満 

４社以上   

５００万円未満 ４社以上   

水道施設工事 ９，０００万円以上 ８社以上   

３，０００万円以上９，０００万

円未満 

８社以上   

１，０００万円以上３，０００万

円未満 

６社以上   

５００万円以上１，０００万円未

満 

４社以上   

５００万円未満 ４社以上   

管工事 

電気工事 

４，０００万円以上 ８社以上   

１，５００万円以上４，０００万 ８社以上   
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その他 円未満 

１，０００万円以上１，５００万

円未満 

６社以上   

５００万円以上１，０００万円未

満 

４社以上   

５００万円未満 ４社以上   
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別記様式（第６条関係） 

 


